
御代田町地域子育て支援拠点事業「こども室内あそびば整備業務」 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

本要領は、御代田町が発注する御代田町地域子育て支援拠点事業「こども室内

あそびば整備業務」の契約に当たり、意欲及び技術的な能力を評価し、最適な受

注者を選定するための「公募型プロポーザル方式」に係る事務手続を定めたもの

である。本要領に規定する事項以外の業務発注者の選定事務は、従来どおり財務

会計関係規定に基づいて実施する。 

２ 業務名称 

御代田町地域子育て支援拠点事業「こども室内あそびば整備業務」 

３ 契約期間 

契約締結日の翌日から令和 8 年 12 月 11 日まで 

４ 業務概要 

（1） 所在地 

長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口 1860 番地 17 

御代田町旧人権啓発センター 

（2） 業務範囲及び仕様 

別紙「御代田町地域子育て支援拠点事業「こども室内あそびば整備業務」

仕様書」のとおり 

（3） 発注者 

御代田町 

（4） 提案上限額 

設計監理委託料 3,000,000 円（消費税を含む。） 

備品購入費  本業務は令和 8 年 6 月議会定例会における予算の可決を前 

提とする。現時点で予算額は確定していないため、提案に当

たっては、別紙「御代田町地域子育て支援拠点事業「こども

室内あそびば整備業務」仕様書」に基づき、子育て支援施設

として求められる品質・安全性を備えた、持続可能な整備計

画を提案すること。 

（5） 選定方法 

 



地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の

定に基づく随意契約を前提とした公募型プロポーザル方式により、本件に

係るプロポーザル選定委員会を設置し、随意契約の候補者を選定する。 

（6） 公募方法 

御代田町公式ホームページに実施要領、仕様書及び参加申込書等の様式集

掲載し、提案を公募する。 

掲載先: https://www.town.miyota.nagano.jp/ 

（7） スケジュール 

内容 日時 

公告（公募開始）、現地見学会

及び質問受付 
令和 8 年 5 月 7 日(木) 

現地見学会申込締切 令和 8 年 5 月 14 日(木) 午後 5 時（必着） 

現地見学会 令和 8 年 5 月 19 日(火) 

質問受付締切 令和 8 年 5 月 26 日(火) 午後 5 時（必着） 

質問回答（最終） 令和 8 年 5 月 29 日(金) 午後 5 時 

参加申込書の締切 令和 8 年 6 月  5 日(金) 午後 5 時（必着） 

参加資格審査の結果通知 令和 8 年 6 月 10 日(水) 

提案書受付開始 令和 8 年 6 月 10 日(水) 

提案書受付締切 令和 8 年 6 月 17 日(水) 午後 5 時（必着） 

提案に係るプレゼンテーション 令和 8 年 6 月 24 日(水) 

審査結果の通知 令和 8 年 6 月 30 日(火) 

設計監理契約締結 令和 8 年 7 月  3 日(金)（予定） 

提案内容の変更協議 
令和 8 年 7 月  6 日(月)から 

令和 8 年 7 月 17 日(金)（予定） 

備品購入契約締結 令和 8 年 7 月下旬（予定） 

契約期間 
契約締結日の翌日から 

令和 8 年 12 月 11 日まで 

整備可能期間 
令和 8 年 9 月 24 日(木)から 

令和 8 年 12 月 4 日(金)（予定） 

※ 工期内に必ず検査及び引渡しを行うこと。 

https://www.town.miyota.nagano.jp/


５ 実施条件 

本業務に関する公募型プロポーザルは、解除条件付きの募集である。 

本業務は、子ども・子育て支援交付金の交付決定又は内示を前提として本業務

を実施する。 

参加者はこの点を理解の上、本プロポーザルに臨むとともに、当該交付決定等

を受け、本プロポーザルの業務受託候補者となった場合には、国又は県等からの

補助金に関する調査や報告に際し、関連する成果品について、町と協議の上、協

力すること。 

６ 参加資格 

本プロポーザルの参加者は、次の(1)から(7)までの項目を全て満たす者でなけ

ればならない。 

（1） 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。 

（2） 実施要領等の公告日から契約締結日までの期間に、御代田町建設工事等入

札参加資格者に係る指名停止要綱等の措置を受けていないこと。また、町

の入札参加資格者名簿に登載されていない者についても、同様の期間にこ

れに準ずる事由が発生していないこと。 

（3） 御代田町暴力団排除条例その他関係法令等に基づく入札等排除措置を受け

ていないこと。 

（4） 御代田町暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係

者でないこと。 

（5） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされていないこと又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき

再生手続開始の申立てがなされていないこと。ただし、会社更生法の規定

による更生計画又は民事再生法の規定による再生計画について、裁判所の

認可決定の確定を受けた者を除く。 

（6） 租税の滞納がないこと。 

（7） 過去 10 年間において、元請として同種又は類似の業務実績（官民を問わな

い。）を有すること。 

７ 参加申込 

本プロポーザルに参加しようとする者は、次により参加申込書等を提出するこ

と。なお、各様式は御代田町公式ホームページに掲載する。 

 



（1） 提出書類 

ア 参加申込書（様式 1） 

イ 会社概要（様式 2） 

ウ 業務実績調書（様式 3） 

エ 業務実施体制調書（様式 4） 

オ 印鑑登録証明書の写し 

※ 参加申込書等に押印する実印の証明書で発行後 3 箇月以内のもの 

カ 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写し 

※ 法務局で発行する法人の証明書で発行後 3 箇月以内のもの 

キ 御代田町税の納税証明書の写し（納税義務がない場合は不要） 

担当課：御代田町税務課 

※ 発行後 3 箇月以内のもの 

ク 法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書（その 3 の 3）の写し 

※ 発行後 3 箇月以内のもの 

（2） 提出部数 

ア 正本 1 部 

イ 副本 1 部 

（3） 提出期限 

令和 8 年 6 月 5 日(金) 午後 5 時（必着） 

（4） 提出場所 

下記 21 の担当部署 

（5） 提出方法 

持参又は郵送（書留郵便）とする。なお、郵送で提出する場合、封筒等の

表面に「こども室内あそびば整備業務公募型プロポーザル参加申込書在

中」と記載すること。 

８ 質問及び回答 

本プロポーザルに関する質問がある場合は、次により質問書を提出すること。

ただし、評価基準の配点等、審査に支障を来すものは受け付けないものとする。 

なお、質問に対する回答は、本実施要領及び仕様書等に対する追加又は修正と

みなす。 

（1） 提出書類 

質問書（様式 5） 



（2） 提出期限 

令和 8 年 5 月 26 日(火) 午後 5 時（必着） 

（3） 提出場所 

下記 21 の担当部署 

（4） 提出方法 

電子メールにより送信すること。 

ア 複数回にならないよう、まとめて提出すること。 

イ 電子メール以外の方法による提出は認めない。 

ウ 電子メールの件名には「【会社名】プロポーザル質問書」と記入すること。 

（5） 回答方法 

質問に対する回答は、町公式ホームページに順次公開し、令和 8 年 5 月 29

日(金)午後 5 時を最終の更新とする。 

ア 参加者ごとの個別回答は行わない。 

イ 会社名、担当者氏名及び連絡先等は公開しない。 

９ 現地見学会 

現地見学会を希望する場合は、次により現地見学会参加申込書を提出するこ

と。なお、現地見学会への参加は必須ではなく、また、本体建物の状況により、

現況の確認を中心とした見学となる場合がある。 

（1） 実施日時 

令和 8 年 5 月 19 日（火） 

（2） 提出書類 

現地見学会参加申込書（様式 6） 

（3） 提出期限 

令和 8 年 5 月 14 日(木) 午後 5 時（必着） 

（4） 提出場所 

下記 21 の担当部署 

（5） 提出方法 

電子メールにより送信すること。 

（6） 回答方法 

日程調整の上、電子メールにより回答する。 

 

 



10 参加資格審査結果 

（1） 参加資格審査の結果は、参加申込に関する書類を提出した全ての参加者に

対して、令和 8 年 6 月 10 日（水）までに「参加資格審査結果通知書」を書

面又は電子メールにて通知する。 

（2） 参加資格を満たさないと判定された者に対しては、その理由を付して通知

するものとする。 

11 企画提案 

本プロポーザルの参加資格が認められ、提案を行おうとする者は、次により企

画提案書等を提出すること。 

（1） 概要・設計監理業務に関する提案 

内容 様式番号等 備考 

ア 企画提案書 様式７ 表紙 

イ 提案概要書 様式任意・A3 判・１枚 本業務に関する全体の提案概要 

ウ 設計監理業務 様式任意・A3 判・枚数任意 

（設計監理業務における提案） 

基本・実施設計、レイアウト作

成、施設整備のコンセプト、設

置機能の構成、空間・遊具デザ

イン計画、安全・品質確保、業

務全体の工程、設置遊具等一覧

表 

（記載内容） 

・各機能の特徴や楽しみ方など

も適宜表現すること。 

・デザインに関する提案は、素

材、ベースカラー、アクセント

カラーなども適宜表現するこ

と。 

エ イメージ図 様式任意・A3 判・枚数任意  

オ 業務工程表 様式任意・A4 判・枚数任意  

カ 
設置遊具等一

覧表 
様式任意・A4 判・枚数任意 

耐用年数の他、破損しやすいも

の、更新が必要なものは更新時



期及び想定費用等を明記するこ

と。 

（2） 価格等に関する提案 

内容 様式番号等 備考 

キ 
見積書（設計

監理） 
様式８－１ 設計監理に関する見積 

ク 
見積内訳書

（設計監理） 

様式８－１（別紙）・A4

判・枚数任意 

記載内容が同様であれば、任意

様式での提出でも可 

ケ 
見積書（備

品） 
様式８－２ 設置する備品に関する見積 

コ 
見積内訳書

（備品） 

様式８－２（別紙）・A４

判・枚数任意 

記載内容が同様であれば、任意

様式での提出でも可 

（3） 提出部数 

ア～コまでを１部として整理し、企画提案者名等が記載された書類一式を

正本、企画提案者名等が記載されていない書類一式を副本とする。 

ア 正本 1 部 

イ 副本 8 部 

（4） 提出期限 

令和 8 年 6 月 17 日(水) 午後 5 時（必着） 

（5） 提出場所 

下記 21 の担当部署 

（6） 提出方法 

持参又は郵送（書留郵便）とする。なお、郵送で提出する場合、封筒等の

表面に「こども室内あそびば整備業務公募型プロポーザル企画提案書在

中」と記載すること。また、正本の書類一式のデータを電子メールにて提

出すること。 

（7） 提案に係る費用負担 

提案に係る費用（企画提案書の作成に要する費用、旅費等）は、全て提案

者の負担とする。 

（8） 提案書の取扱い 

ア 副本については、事業者名（提案者名）・所在地・電話番号等は見えないよ

うに黒塗り等しておくこと（評価の公平性を確保するため）。 



イ 提出された提案書の黒塗り箇所に漏れがある場合は、事務局において修正

を行うものとし、訂正箇所の情報は提案者と共有する。 

ウ 提案書の提出後、提案書の追加及び変更は認めない。ただし、町が提案書

の差し替え、変更又は取消しを認めたときは、この限りでない。 

エ 提出された提案書は一切返却しない。 

オ 提出された提案書は複製する場合がある。 

カ 提出された提案書は、本プロポーザルの実施、選定結果の公表、広報及び

公式ホームページ掲載等、町と協議した範囲・期間内において、町がその

一部又は全部を無償で使用できるものとする。 

キ 提案者は、提案内容について、第三者の著作権等を侵害していないことを

保証すること。 

（9） 提案書の公開 

ア 提案書は、御代田町公文書公開条例の対象となるため、情報公開請求によ

り公開する場合がある。 

イ そのため、技術情報等、公開されることにより提案者が不利益を被るおそ

れのある情報が含まれないよう注意すること。 

12 辞退届 

本プロポーザルへの参加を辞退する者は、辞退届（様式 9）の正本 1 部を下記

21 の担当部署へ書面にて提出すること。辞退しても以後における不利益は被らな

いものとする。 

13 審査（プレゼンテーション） 

（1） 実施日時 

令和 8 年 6 月 24 日(水) 

※ 実施日時の詳細については、「参加資格審査結果通知書」に明記する。 

（2） 実施会場 

御代田町役場 大会議室 

（3） 実施時間 

一提案者の持ち時間は、提案 20 分以内、質疑応答 10 分以内とする。 

（4） 注意事項 

ア プレゼンテーションは、提出した提案書の内容をもとに説明すること。 

ただし、プレゼンテーションを行う際に、提案書を分かりやすく加工する

ことは可能とする。 



イ プレゼンテーション及び質疑応答の内容は、提案書に記載がない場合で

も、提案内容に含まれるものとする。 

ウ プレゼンテーションに使用するプロジェクター及びスクリーンは町で準備

するが、パソコン等は各自で用意すること。 

エ プレゼンテーションの出席者は 3 名以内とする。 

オ プレゼンテーションの順番は、参加申込書の受付順とする。 

14 審査項目・配点 

本業務の提案に係る審査項目及び配点は、別表 1「御代田町地域子育て支援拠

点事業「こども室内あそびば整備業務」公募型プロポーザル審査基準表」のとお

りとする。 

15 審査方法 

（1） 審査は、御代田町地域子育て支援拠点事業「こども室内あそびば整備業

務」公募型プロポーザル選定委員会において、企画提案書等の提出書類及

びプレゼンテーションの内容をもとに行い、最高評価点を得た者を業務受

託候補者とする。ただし、総合評価点が満点の 6 割（72 点）に満たない場

合は、業務受託候補者として認めないものとする。 

（2） 最高評価点の者が 2 者以上となった場合は、「企画提案内容に関する評価」

の点数が最も高い者を業務受託候補者とする。なお、これも同点の場合

は、「プレゼンテーション等に関する評価」の点数が最も高い者を候補者と

し、それでもなお同点の場合は、委員の協議により決定するものとする。 

（3） 提案者が 1 者の場合であっても、審査を行い、業務が適切に実施できると

判断される場合は業務受託候補者として選定する。なお、業務が適切に実

施できないと判断される場合又は技術提案者がいない場合は、再度、技術

提案者を募集する。 

（4） 審査結果は、審査結果通知書を提案者全員に書面又は電子メールにて通知

するとともに、審査結果及び業務受託候補者の提案概要の一部を町公式ホ

ームページで公表することがある。 

（5） 選定されなかった者は、その理由について説明を求めることができる。説

明を求めるときは、通知を受けた日の翌日から起算して 7 日以内（ただ

し、町の閉庁日を含まない。）の午前 9 時から午後 5 時までに、審査結果の

通知を持参の上、書面で申請するものとする。なお、これに対する回答

は、後日、文書により行う。 



（6） 審査結果に関する異議申立ては受け付けない。 

16 審査結果の通知 

（1） 審査結果は、審査結果通知書を全ての提案者に対して、令和 8 年 6 月 30 日

（火）付で書面又は電子メールにて通知する。 

（2） 審査結果及び業務受託候補者の提案概要の一部を、町公式ホームページで

公表することがある。 

17 提案内容の変更協議 

（1） 業務受託候補者は、発注者との間で備品提案内容に基づき、提案価格の金

額を上限として、設計内容、業務工程等の詳細について協議を行う。 

（2） 本協議は、令和 8 年 7 月６日（月）から令和 8 年 7 月 17 日（金）までの

期間で行うものとする。なお当該期間は予定であり、協議の進捗状況によ

り期間を変更する場合がある。 

（3） 協議が整い次第、一者随意契約による見積徴取を行うものとする。 

18 失格事項 

以下の事項に該当した場合は失格とする。 

（1） 提出書類等に虚偽の記載があった場合 

（2） 提出期限までに所定の書類を提出しなかった場合 

（3） 見積金額が提案上限額を超えている場合 

（4） プレゼンテーションに参加しない場合 

（5） 審査結果の通知までに本実施要領に定める参加資格を満たさなくなった場

合 

（6） 審査の公平性を害する行為があった場合 

（7） その他、著しく信義に反する行為があった場合 

19 リスク分担 

町と事業者のリスク分担は、原則として別表 2 のリスク分担表に示すとおりと

する。 

20 その他 

（1） 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（2） 提出書類の中で、第 3 者の著作物を使用する場合は、著作権法に認められ

たものを除き、当該第 3 者の承諾を得ておくこと。 

（3） 提出された提案書等の電子データについては、あらかじめウィルス検査を

実施したものとすること。 



21 担当部署 

御代田町保健福祉課こども家庭相談係（１階 ６番窓口） 

住所: 長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口 1794 番地 6 

電話: 0267-31-0747 

FAX: 0267-31-2511 

メール: soudan@town.miyota.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 1 御代田町地域子育て支援拠点事業「こども室内あそびば整備業務」公募型プロポーザル審査基準表  

審査区分 審査項目 評価基準  配点 

1 事業者に関

する評価 

経営状況・財務

規模 

本業務を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎

その他の能力を有しているか。 

 
5 

類似業務実績 

過去 10 年間に、屋内遊び場整備、子育て支援施設整

備、既存施設改修その他本業務と同種又は類似の業務実

績を有しているか。 

 

5 

2 企画提案内

容に関する評

価  

業務理解・ 

整備コンセプト 

実施要領及び仕様書を十分理解し、本業務の目的に沿っ

た地域子育て支援拠点としての整備コンセプトが明確に

示されているか。 

 

15 

安全性・機能性 

遊具、内装、床、壁、動線及びゾーニングについて、乳

幼児を中心とした利用を前提に安全性が十分確保されて

いるか。 

 

15 

子どもの発達へ

の配慮 

子どもの発達段階や遊びの多様性に配慮し、心身の成長

につながる空間構成及び遊具提案となっているか。 

 
10 

親子の利用しや

すさ 

保護者が見守りやすく、親子が安心して過ごしやすい空

間、導線及び備品配置となっているか。 

 
10 

相談・見守り機

能との親和性 

必要に応じて相談や見守りにつながりやすいレイアウト

や空間構成の工夫がされているか。 

 
10 

既存施設活用・

実現性 

既存施設の構造、現況及び条件を踏まえ、過大な改修を

伴わず、限られた予算内で実現可能かつ効果的な提案と

なっているか。 

 

10 

維持管理性・ラ

ンニングコスト 

清掃、点検、補修、部材交換等がしやすく、維持管理及

びランニングコストの抑制に配慮されているか。 

 
10 

実施体制・工程

管理 

業務の実施体制、役割分担、工程管理及び町との協議・

調整方法が適切であるか。 

 
10 

3 ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮ

ﾝ等に関する

評価 

説明力・意欲 
提案内容が分かりやすく説明されており、業務理解、実

施意欲及び誠実な履行姿勢が認められるか。 

 

10 

4 価格に関す

る評価 
提案価格 

提案内容とのバランスを踏まえ、提案価格は妥当である

か。 

 
10 

 合計   120 

総合評価 120 点
 



別表 2 リスク分担表 

種類（ﾘｽｸ） リスクの内容 町 事業者 

実施要領 
実施要領等の各種公表文書の誤りや町の理由による変更に関す

るもの 
〇  

法令変更 本業務に係る根拠法令の変更、新たな規制立法の成立など 〇  

法令変更 
本業務のみならず、広く一般的に適用される法令の変更や新規

立法 
 〇 

税制改正 消費税及び地方消費税に関する変更 〇  

税制改正 本業務に直接影響を及ぼす税制の新設及び変更 〇  

税制改正 上記以外の税制の変更等  〇 

許認可等 発注者として町が取得するべき許認可の遅延 〇  

許認可等 本業務の実施に関して事業者が取得するべき許認可の遅延  〇 

政策変更 
政策変更（事業の取りやめ、その他）等による本業務への影響

（追加費用） 
〇  

住民対応 事業方針に関する住民反対運動、訴訟、要望などへの対応 〇  

住民対応 
事業者が行う設計、工事等に関する近隣住民の訴訟、苦情、要

望などへの対応 
 〇 

環境 
事業者が行う業務に起因する環境問題（騒音、振動、臭気、有

害物質の排出など）に関する対応 
 〇 

第三者賠償 
事業者が行う業務に起因する事故等により第三者に損害を与え

た場合 
 〇 

第三者賠償 町の責任により生じた事故で第三者に与えた損害の賠償 〇  

不可抗力 

想定以上の暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、落

雷等の自然災害又は戦争、暴動その他の人為的な事象による施

設等の損害 

〇 △ 

資金調達 町が調達する必要な資金の確保に関するもの 〇  

資金調達 事業者が調達する必要な資金の確保に関するもの  〇 

物価変動 
工事期間中における一定の範囲を超える物価変動に伴う事業者

の費用の増減 
 〇 

設計 事業者が実施した設計に不備があった場合  〇 

 


